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令和６年度第１回 兵庫県アレルギー疾患医療連絡協議会部会 議事録 

 

【当議事録について】 

開会、事務局あいさつ、構成員の紹介は省略するとともに、事務局の説明内容、各

構成員の発言内容は要約しています。 

 

１ 日 時 令和６年 10月 10日（木）14：00～15：50 

２ 方 法 対面開催 

３ 出席者 岡藤構成員、金構成員、堀川構成員、堀畑構成員、谷野構成員、 

渡木構成員、西川構成員  

計７名 

４ 報告及び議事 

事務局：資料に入ります前に、簡単に今回新たに、構成員になられている方がお

られますので、アレルギー疾患に関する県の事業の概要を大まかに説明いたし

ます。国の動きとして、平成 26年にアレルギー疾患対策基本法が策定され、平

成 29年に国指針として、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が策

定されました。同じく平成 29年には各都道府県に医療拠点病院及び医療連絡協

議会の設置について通知があり、本県においては、平成 30 年に医療拠点病院、

医療連絡協議会を設置し、令和２年に兵庫県アレルギー疾患対策推進計画を定

め、構成員の皆様のご協力をいただきながら事業を行ってきたところです。また、

県内医療機関の均てん化を目指し、準拠点医療機関の選定を行うために、令和５

年度に本部会を新たに設置させていただき、今年度はこの部会において、当県で

定めております、兵庫県アレルギー疾患対策推進計画の、令和７年度から５年間

の改定の検討を、行っていただくため本日お集まりいただいております。それで

は、内容に移らせていただきます。 

３（１）の「兵庫県アレルギー疾患対策推進計画の素案について」ですが、資

料１では、計画改定の素案に係る概要について整理させていただきました。資料

２では、連絡協議会の構成員の皆様に依頼させていただいたアンケートの結果

を一部抜粋し、一覧にさせていただいております。資料３としては、資料２の内

容及び資料１の６から８ページ、参考資料の５、６に示している国指針改定の内

容を踏まえ、当課で検討した計画の改定素案をつけています。 

それでは、資料１、１ページ目で国の指針と、県の計画についてです。アレル

ギー疾患対策基本法の第 11 条に基づき、平成 29 年に国指針が定められ、令和

４年３月にその指針の改定が行われております。都道府県における計画策定に
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つきましては、法第 13条に基づきまして、各都道府県が計画を策定できるとさ

れており、兵庫県では令和２年度に５年間の計画で、アレルギー疾患対策推進計

画を策定させていただいております。 

次に移りまして、スライド２番目になりますが前回の７月 11日に開催しまし

た連絡協議会以降、各構成員の皆様に計画改定に向けたアンケートという形で、

ご所属及び各診療科での取り組み、課題、提案等について、意見聴取させていた

だきました。その回答を、資料２に一部抜粋し、課題の部分のみを抜粋し、主な

課題と構成員からのご意見というところで、原文から微修正し、載せております。

こちら、１点修正がございまして事前に皆様に送付させていただいた資料の中

で、課題の分類が災害時の支援の内容が漏れておりましたので、今回改めて、そ

ちらの部分を入れた形で、資料の追加をさせていただいております。スライドの

２番目で主な課題としましては、移行期医療に関する課題、生活指導の充実の必

要性に関する課題、スライド３番目、地域差等の医療の偏りに関する課題、あと

アレルギー診療科だけではなく、他科における紹介時における課題、スライド４

枚目には、災害時の支援等にかかる課題というところで、主に大きく分類させて

いただきました。こちらで分類した、主な課題に加え、前回協議会の資料の再掲

になりますが、資料１の６から８において、国指針の改訂の主な内容、参考資料

の５、６において国指針の全文をつけております。これらについて、本県の計画

の改定素案ということで、作成したものが、資料３です。現行の計画については

参考資料３と４で、概要と本文とつけております。 

計画素案の主な構成につきましては、前回の連絡協議会では大枠は変更なし、

ということで、ご承認いただいていたかと思います。資料３、１ページ目の第１

章、計画策定の趣旨として、本計画の基本指針等を示しまして、３ページ目から、

第２章としまして、アレルギー疾患の現状、６ページ目から、第３章としまして、

アレルギー疾患の課題、11 ページ目から第４章としてアレルギー疾患対策推進

のための施策の内容としております。 

計画素案の主な変更点として、大きく６点ございます。１つ目、先ほどお伝え

しました構成員からアンケートの結果、資料２に基づく、課題及び国指針の改定

に基づく内容の変更。２つ目としまして、素案の４から６ページ目における、ア

レルギー疾患患者の現状に関するデータ修正があります。現行データに関して

は古くなっていたこと、同様の研究データが継続的に実施されていないという

こと等を踏まえ、大幅に削除させていただいております。それから、３つ目とし

て６ページ目からの第３章の方で、アレルギー疾患の課題としまして、資料２等

で挙げられた課題等を反映させるとともに、各構成員の皆様から挙げられた課

題において、医療面の偏りが挙げられておりましたので、８、９ページのところ

で、専門医の数を、表２だけではなく、表３としまして、圏域ごとの専門医数を
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新たに掲載させていただいております。４つ目としては、12 ページのところで

すが、今回主にご意見をいただきたい部分で、施策の実施における数値目標等を

新たに設定し直させていただいております。現行計画に関しましては、参考資料

４の 17ページの下のところにお示ししていますが、アレルギー疾患患者の減少、

喘息死亡率の減少、児童生徒の食物アレルギーによる死亡ゼロという大きな目

標と、数値目標とさせていただいていました。今回は、新たに追加資料として新

たな目標設定を提示させていただきます。大目標として今こちらの方の考えて

おるのが、患者数の減少や死亡率でみるのではなく、実際にアレルギー疾患に対

する各圏域の医療体制がどうなっているか。また災害時のアレルギー疾患患者

への支援体制をどのように確立していくか。あと、県民にアレルギー疾患に関す

る正確でタイムリーな情報を広く周知していく体制を整えていくという方向に

シフトチェンジさせていただいております。ここが今回の計画の改定の肝にな

ってきますので、今回、ご意見いただければと思っております。目標として、ど

のような取り組みを、次の５年間でやっていくかというところを考えさせてい

ただきながら、計画を作っていこうということとさせていただいております。５

つ目としては、資料の３、13 ページ目以降に連絡協議会の構成員として、歯科

医師の追加や部会、準拠点医療機関等について書き加えさせていただくととも

に、16 ページ目以降で国指針に基づく文言修正や疾病対策課以外の関係各課の

方に、取り組み状況等を確認させていただきましてその内容を反映させていた

だいています。６つ目としまして、21 ページ目以降、資料編になっていきます

が、今までの現行の計画におきましては、この資料編の方に基本、法律や指針を

載せているのみでしたが、今回の案に関しましては、準拠点医療機関の一覧やホ

ームページ等についての内容を追加させていただいております。準拠点医療機

関の一覧に関しては今後も診療内容等の確認をさせていただきながら、変動が

あるかもしれませんので、本文ではなくて資料に載せさせていただいたという

ところになります。非常に抜粋しての説明になりましたけども、こちらの方から

は以上とさせていただきます。 

座長：はい。ありがとうございました。資料がたくさんあるので、なかなかフォ

ローしきれないかなと思うので、今のことを簡単にまとめましょうかね。拠点病

院っていうのが、アレルギー疾患対策基本法っていうのに基づいて、都道府県で

整備されるようになって、平成 29年に拠点病院を全国都道府県で作りましょう

という風に言ってたんですけども。実際なかなか決まらなかったんですね。でも

兵庫県は、平成 30年に、神戸大学と兵庫医大、こども病院と、神戸市立中央市

民病院は指定されました。全国的に見ても結構早いほうやったんですね。それで、

なかなか決まらなかったんですが、ようやく全国 47都道府県でそろったという

ふうな状況です。まだまだこのアレルギー疾患対策基本法の知名度が、全く恥ず
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かしながら我が病院でも、知ってる人がほとんどいないという状況で、まだまだ

知名度は、ないというところです。多分おそらく先生方もご存知なかったですよ

ね。ただ兵庫県の方は早く決まったということもあって、着々とやってきてるん

ですけど、やはりまだまだ周知するに至ってないという風な流れがあります。 

そういう中で国の方が指針を出してきて、資料１の 07のところですねアレル

ギー疾患対策の推進に対する基本的な指針の一部を改正する件っていうので、

これが令和４年の３月 14日に、厚労省から通知が来ました。今までと何が違う

か。基本事項として、発症予防に関する内容の追加で、アレルギー発症予防とい

うのを強調しましょうというこの裏付けとしては、発症予防に関するエビデン

スが結構出てきているというので、やはりそのエビデンスに基づいて、アレルギ

ーを予防するという観点を、しっかりやりましょう、ということですね。それか

らアレルギー疾患を有する者及び家族に対する支援を、患者さんだけじゃなく

てやっぱり家族がいないと、ちゃんとサポートできないんで、そういうふうな支

援。それから、アレルゲン回避を基本として、免疫寛容の誘導を考慮。ここで大

きく変わったのは、アレルゲン免疫療法っていうのが、舌下免疫療法という、治

療方法が以前に比べて、とても普及してきたというふうな、バックグランドがあ

ります。だからやはりその回避はもちろんなんですけども、そういう風な免疫療

法というのをしっかりやりましょうということで、前の総理になってしまいま

したけど、岸田さんがスギ花粉症について、とても力を入れてやっていらっしゃ

ったということも、その現れかなと思います。いろいろ啓発等ということで、両

親学級の機会を捉えた出生前から保護者等へ適切に情報提供しましょう、とい

うですね、これも予防ということを考えたことです。それから、外食中食におけ

る食物アレルギーの表示についての取り組みを推進、ということで、これは食物

アレルギーのことなんですけども、中食っていうのは、デリバリーのことです。

コロナで、デリバリーっていうのは普及したんですけども、やはり食品表示って

いう問題で、実際にそのデリバリーの会社っていうのが、そのお店っていうのは

なかなか、その辺のところが、理解が追いついてないということで、実は消費者

庁から中食のパンフレットができたんですね。でもそれもやっぱりなかなか知

名度がないんですけども、そういうふうなことについてもっともっと広く知っ

ていただきましょう。あと医療体制なんですけども、大体アレルギーっていうの

は、子供の病気かなという風に思われがちなんですけども。だんだん、成人の方

も結構食物アレルギーっていうのが、今までもあったんだとは思うんですけど

も、今まで以上に問題になるようになってきていると。それから、花粉症のある

人っていうのは果物アレルギーとか、野菜アレルギーが結構多いんですけど、そ

ういう風な花粉症の果物アレルギーっていうのは結構増えてきてるというふう

なこともあると思うので、やはり、小児だけやってたらいいんじゃないんですね。
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成人の方もちゃんとやっていかないといけないですよ、と。それから小児から成

人に持ち越す人もいるということで、その辺を世代間で切れ目のない支援をや

っぱりしていかないといけないんじゃないかっていう風なことで、今回いただ

いたアンケートの中でも、移行期医療っていうキーワードが、たくさん出てきて、

そういうことを医療体制としてやっていく必要があると。それから、医療従事者

として、歯科医師、管理栄養士を明記ということで、今まで入ってなかったんで

すね。で、今回、やはり医療を一緒にやる仲間としてやはり歯科の先生もぜひ入

っていただきたいというふうなことで、今回〇〇構成員に、参加していただいて

るんですけども。やはりそういう風な、みんなでオールチームで、オール兵庫で

やりたいという風なことです。管理栄養士の先生も、やはり食物アレルギーとか

そういう面でも、とても大事な医療従事者なので一緒に、計画を考えていきたい

というそういう風なことで、令和７年度以降の兵庫県として、アレルギー疾患と

どう向き合っていくかということを、議論していきたいとそういう風な流れで、

この会が開かれています。 

事前に資料２のところでアンケートをさせていただきまして、皆さんの意見

をこれだけでは何か不十分なのかもしれないですけども、一定のフォーマット

に従って、それぞれの皆さんが今どういうふうなことに困っていらっしゃるか

とか、どういうことを、どういう活動をしていらっしゃるかとか。そういうこと

を中心に聞いてきました。それで、先ほど言いましたように、医師の地域偏在と

か、それから移行期の問題。それからやっぱり、アレルギー疾患で結構皆さん困

っているのが食物アレルギーの患者さんですね。小児、大人問わず、やっぱり食

物アレルギーの方っていうのは、実は医療に今まで、残念ながらあまり期待して

ないところもあって、ただやっぱり困ってらっしゃるというようなことで、今回

も患者会の〇〇構成員に入っていただいてますけども、やはりその辺のところ、

泣き寝入りせずにやっぱりしっかりと医療の方で、何とか、QOLを上げていただ

きたいという風なことです。 

一方で資料２のところ、８番の真ん中のところで、患者さん自身がアレルギー

であること認識不足というようなことで、結構症状もあっても、まあいいかとい

う形で、治療が十分に行われてないという風なところがあるかなと思っており

ます。なかなかその専門医とか拠点病院だけでは、これを解決することができな

いかなということで、その流れで、準拠点医療機関というのを、県では設定して、

もうちょっと地域偏在をなくしていこうということを考えています。準拠点医

療機関については、〇〇構成員のところも、やっていただいていますけども、準

拠点医療機関のリストが、この資料３の、22 ページのところにあります。拠点

病院４つ、準拠点医療機関（準拠点病院）と、３番のところ準拠点医療機関（連

携医療機関）で、主に開業医の先生方に、それぞれの圏域でなっていただいてま
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す。淡路と丹波については、現在ではまだないというふうな状況です。 

それから、もうひとつ見ていただきたいのが、この資料３の９のところですね。

専門医ってどのぐらいいるのかというところで、それぞれの地域（神戸、阪神、

播磨、東播磨、北播磨、播磨姫路、但馬、丹波、淡路）で、内科、小児科、耳鼻

科、皮膚科、眼科、それぞれの診療科で、誰がどう、どこの診療科がどこに、専

門医がいらっしゃるかということを、見てますけども、やはり神戸、阪神、東播

磨、北播磨ぐらいまでは、それぞれの診療科いらっしゃるんですけども、なかな

かその但馬、丹波、淡路っていうのは、本当に散在しており、そういうふうな現

実があるということもわきまえた上で、現計画ではアレルギー疾患患者数の減

少とか、喘息死亡率の減少とか、児童生徒のアレルギーによる死亡ゼロとか、い

うことを挙げてたんですけども。具体的にもう少し、アレルギーの大まかな指針、

これからどうしていくかという道筋を示した方が、目標としてはいいんじゃな

いかということで、今回いろいろいただいた意見をもとに、追加資料というとこ

ろで、大目標１、２、３、小目標として 10個、挙げていただいて、これをたた

き台に議論していけばいいかなという風に考えてます。この追加資料を見てい

ただきながらそれぞれの先生方に、ご意見をいただければいいかなと思います。

２分ぐらい見ていただく時間を作りましょうか。その上で、それぞれ一人一人ご

意見をいただければいいかなと思います。 

事務局：小目標をどのように設定させていただいたかを説明させていただけれ

ばと思います。 

座 長：そうですね。その説明していただければ皆さんそれで考えていただいて、

それでご意見をいただくという形ですね。 

事務局：資料見ながらご意見いろいろあるかと思うんですが先にご説明させて

いただきます。まず大目標としまして先ほど座長から説明があったように、道筋

を定めていくというところで、まず大きな目標として、これを達成するために、

どのような施策をしていくかと考えていくことになりまして、小目標として、具

体的に数値化できたりとか、何か確認できる目標を定めながらやっていくのが

いいのではないかというところで、小目標を考えました。 

まず１つ目県内全域におけるアレルギー疾患の準拠点医療機関の整備という

ところで先ほど見ていただきました、資料３の 22ページの準拠点医療機関で先

生からご指摘ありました、丹波と淡路の方に準拠点医療機関がないというとこ

ろがありまして、これはもともと手挙げ式で準拠点医療機関を決めさせていた

だいてる関係上、丹波と淡路から手挙げがなかったというのも、現状としてあり

ます。こちらに関しては県の方からも、働きかけをさせていただきながら、全圏

域に、準拠点医療機関を置けるように持っていきたいなという風に考えており

ます。２番目としまして拠点病院及び準拠点医療機関の医療機能の情報公開の
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充実というところで、当然先ほど説明させていただいたとおり、専門医の数や医

療体制がどのようにとられているかというところを、ホームページ等で公表し

ながら、公表内容に関しては、年１回以上は見直しさせていただきながら、更新

していこうというところを考えております。３つ目としましては、県内各圏域に

おけるアレルギー専門医・指導医、小児アレルギーエデュケーター及びアレルギ

ー療養指導士等の増加というところで、本文の９ページの表で、専門医の数や、

圏域でどのような人がおるかを、表示させていただいてるんですけれども、あれ

を具体的にどれぐらい、何割増やすというのはなかなか数値化するのは難しい

のかなというふうには思っております。また、専門医に関しては今のように表示

させていただいてるんですけども、小児アレルギーエデュケーター、アレルギー

疾患療養指導士に関しては、このようなデータをまずいただけるのかどうか、そ

れを公表してどのように啓発していくか、この辺はまた各構成員にもご協力い

ただきながら決めていければと思っております。４番目としまして医療従事者

向けの研修会における初回参加機関数、初回参加者の増加というところで、毎年、

拠点病院の先生方にお願いしまして、研修をさせていただいております。医療の

偏在化ももちろんあるんですけれども、参加していただいて、アレルギーについ

ての診療に繋げるようなところで、裾野を広げるという意味で初回の参加医療

機関や参加者がどれぐらい増えてるかというところで、見ていこうというとこ

ろもあります。一方で、こちらの方に関しては地域偏在があるので、座長からご

意見いただいているのは、地域で研修会をしてはどうだろうかっていうご意見

もいただいておりまして、受け入れ等の調整は必要になってきますが、どういっ

た目標に持っていくかというところも議論が必要になるかなとは思っておりま

す。当然５番目に関しては研修会参加していただきますので、理解度については

アンケート等で、どのような推移があったかというところを見て、リピートして

受けていただいてる方の認知度が上がっていただくというようなところがあれ

ば、そういった評価にも繋がるのかなというふうには考えております。６番目は

大目標の２番目の関係ですが災害時のアレルギー患者の支援体制を整備してい

る、市町の割合の増加というところで、こちらの事務局側でもいろいろ議論があ

りまして、１つが市町の方で、アレルギーの対応食の備蓄を行っているかどうか

や、避難所でアレルギー患者の受け入れ体制が整備されているかというところ

を、各市町の方にアンケート調査の形で取っている最中でございます。ただ対応

食の備蓄というのは、最初はそういう具体的な数等を公表できればいいのかな

と思ってたんですけれども、市町によってはそもそもそういう数字を公表して

いないというところもありまして、そこを無理くり出してくれというのはなか

なかハードルが高いところもございまして、まずそういう備蓄をしていること

や受け入れ体制の準備をしていることから確認して、どこの市町が持ってると
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いうのはなかなか公表しづらいので、県下の市町の割合で出したらどうやろう

かというところで、数値化できる目標として小目標にしようかなというふうに

考えております。７番目は、県のホームページの方を充実させて、アレルギー疾

患についての閲覧数を増やしていこうと考えています。令和５年度、4,434回の

ところを、増加を目指して、ホームページの更新や充実を図っていこうというと

ころを考えております。８番目としましては、食品表示法に違反した事業者への

指示、または命令の年間件数というところで、食品衛生担当部署の方が、食品表

示法に基づいて、アレルギーの表示に関して指導を行った件数等がないという

ことが、県民にとって安心する材料になるのかなというところで、挙げさせてい

ただいております。９番目としましては学校保育所等向けの相談事業の件数増

加、こちらの方に関してはこれも委託事業で学校園からのアレルギーに関する

相談につきましては、拠点病院の先生方に質問を投げて回答をお返ししている

というようなところでございます。こちらの方に関しては、当然、啓発を行うこ

とで、県民の方が、認知をする。それを保育所、学校に持っていった際に、保育

所、学校が困らないようにこちらのほうでご相談を受けて回答していく。こちら

は、私らの手が止まってて申し訳ないのですが、その質問を受けて回答したもの

を、個人情報に配慮しながら、ホームページにアップするというところを再開し

ていって、相談件数が増える、もしくは、ホームページの閲覧数があがっている

等の評価ができるのではないかというふうに考えております。10 番目に関して

は患者やその家族等に対する講習会を実施の継続というところで、現在オリー

ブ様にご協力いただきながら、患者、家族等に対しての講習会をしていただいて

おります。こちらの方でやってる講習会も含めてですね、予算の関係もあり、年

２回を継続できるような目標にさせていただいてます。目標について今回議論

いただきながら、進めさせていただければなと思っておりますので、ご意見よろ

しくお願いします。 

座 長：はい。ありがとうございました。ここについて何か質問ありますか。一

人一人ご意見いただければどうかなと思います。初めての方はなかなか難しい

と思うので、〇〇構成員からよろしくお願いします。 

構成員：この前いただいたアンケートに関しては、耳鼻科の方では全く関心がな

いのか、１人の熱心な先生のご意見しかなくて、有用な意見が挙げられませんで

した。今回の資料を見せてもらって、はっと思って、いろいろ、それに関してコ

メントをなんか遅ればせながら送らせてもらった形で、ちょっとわからないこ

とが多すぎて、逆に、教えて欲しいところもあるんですけど。まず、食物アレル

ギーの死亡ゼロっていうのも維持できてるのは多分今までの皆さんの働きかな

と思っているんですが、今回教育的なことで実際アレルギーになった人は、確か

に患者会とかで、なんとかフォローできるのかもしれませんが、アレルギーでな
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い方にもこんなんがあるよと。でも実際は学校に入学する時にアレルギー表と

か書かされるとかで保護者の方にも、少しは認知度はあるでしょうけど。ちょっ

と気になったのが、学校医、学校の養護教諭等にどこまで教育できているのか。

養護教諭は教育できているのかもしれませんが。学校医は内科、耳鼻科、眼科、

歯科が確か入っているんですけど、アレルギーのことが多い皮膚科とかは入っ

てませんし、小児科の先生が必ずしも学校医になってるわけではないので。学校

保健の方で学校医も最近なり手が少ないとかいろいろ問題が生じるんですけど、

例えば医師会の学校保健の委員会でどの程度認知度があるのかっていうのを、

投げてみて、周知してみてはどうでしょうか。あと、個人的な意見になるかもし

れませんが、耳鼻科って鼻の中を見るんですね。鼻の中を見たらアレルギーひど

い人結構いるんですけど、それに対して治療もさっき座長も一生懸命頑張って

免疫療法の周知をしてるんですが、実際子供のほうが効きがいいということも、

データが出てるにもかかわらず、相変わらず、予防というか症状を減らすだけの

治療しかやってない耳鼻科医もかなりいて、そこを押さえたらもっと何かいろ

んなことが良くなるのになあと、思うところもあって。その辺の周知はまずその

学校医になってる人達に、学校保健法の関係から、何かアプローチできないかと

思います。あと保育所の方もどこの部署が扱ってるかわからないですけど、そち

らも園医っていうのがいるわけで、何かそこにやっぱりアプローチするってい

うのはいかがですかねと思った次第です。どこまでできるかわかりませんけど、

１つその周知するという意味合いでは、ただ皆さんがアレルギー専門医である

わけでもないので。アレルギー専門医って開業してしまうと、なかなか取りづら

いので、それまでに取ってしまうものではあるし。大体病院勤務医の先生が多い

かもしれない、そうすると勤務医の数字だけ出しててもあんまり役に立つもの

ではないかもしれなくて、それでもデータを出すことが大事だと思うんですけ

ど。まずそこの点がどうにかならないかなあと思った次第です。よくよく、もう

皆さんに周知されていることかもしれないんですけど。 

あと、連携の話も出てますけど、学校等の施設で問題が起こった場合、どこに

行けばいいかっていうその道筋ですね。どこの病院に振ればよりわかるのかと

いう、相談窓口だけでもいいんですけど。相談窓口を養護教諭にするべきなのか、

それとも何か他のところなのか。またお金がないかもしれませんけど、相談窓口

が何かメール等で集めるようにホームページに載せる等すれば、もう少し周知

出来るんじゃないかと思った次第です。それがすでにやってますだったら、ごめ

んなさい。やってなかったら今回まとめなくても次回にまとめてもいいのかも

しれませんけど。郡市区の方におろさないといけない話なのか、県として統括す

べきなのかその辺の問題もあるかとは思うんですが。いかがでしょう。それが個

人的な感想みたいな感じです。 
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座 長：ありがとうございます。学校医のアレルギーの対応の認知度や、実際に

耳鼻科の先生が、対症療法に徹しててなかなかその予防までというところがな

かなかうまいこといってないっていう風なところですかね。それから専門医は

地域もそうですけど、病院勤務医に偏在していて、クリニックの医者になったら

なかなか取りにくいということですかね。それと、問題あったときにどこに行け

ばいいのかっていうことについて、先生自身が、いろいろ資料見られて、疑問に

思われたということですね。はい、ありがとうございます。 

今回のこの施策を考えるにあたって、今日、決定じゃないので、そういう風な

ご意見、まだまだ先生、耳鼻科の先生自身が問題意識をあまり、何か感じていら

っしゃらないという風な現実があるというわかったということですかね。 

構成員：それが一番。はい。僕はそれを広げていく立場の人間であると思ってい

るんでどんどん、周知はしていくつもりです。 

座 長：はい。アレルギー疾患自身がその診療科によってかなり熱量の差がある

というのは実際なので、その辺のところを、県の目標の中にどういうふうにして

盛り込んで改善していくかというところが、検討事項ということですね。はい。

ありがとうございました。また何か思いつかれたらご意見いただければいいか

なと思います。〇〇構成員、皮膚科の立場で、思っていらっしゃること。言って

いただければ。 

構成員：この数値目標に関してのお話でいいんでしょうか。大目標は、こういう

話だと思いますけど、小目標はまず準拠点医療機関までちゃんと一応決まって

きたのがすごくいいことだと思っております。それと、３番のアレルギー専門医

を増やすっていうことは、我々が何をしても、こうすれば増えるっていう方法は

ないと思います。やはり、これも各医師が専門医を取りたいと思って取りますの

で、これを増やすっていう数値目標、これは難しいかなと思います。ただ小児ア

レルギーエデュケーターの方を増やすということはもしかしたらできるのかな

と思いますのでアレルギー疾患療養指導士たちも、増やすことができるかもし

れませんので、それは県のほうから働きかけができるかなと思います。それから、

やはり医療従事者向けの研修会の参加する人を何とか増やそうという数値目標

もいいと思います。それから、災害は飛んで、そのホームページがやっぱり大事

かなと先程から聞いて、考えていました。ホームページはやはり患者さんが見る

のは多分ホームページだと思いますのでホームページを見れば、どこへ行けば、

アレルギーの十分な診療が受けられるのかどうか、ということが分かるような

ホームページにすると閲覧数が増えるかと思います。でもかなりこれ労力がか

かると思います。というのは、例えば準拠点医療機関があったとしても準拠点医

療機関の各科があります。内科、小児科、皮膚科、眼科、準拠点医療機関で、す

べての科にアレルギー専門医がいるとは限らないので、準拠点医療機関という
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病院名を出すだけでは、患者さんの役には立たないんですね。だから、何科に行

けばいいのかっていうところまではっきりしないとわからない。それから、例え

ば、アレルギーのホームページを見て例えば食物アレルギーであれば、どこへ行

けば、食物アレルギーの検査をしてもらえるのか、あるいは減感作をしてくれる

のかということも、わかるようなホームページだとすごく、調べるの大変だと思

います。或いは、どこへ行けば、生物学的製剤を使ってくれるのか等がわかるホ

ームページやとすごく役に立ちますけれども、それ調べるのはすごく大変だと

思います。それ準拠点医療機関と関係なく、皆さんやっていますので、全部調べ

る。それがもしできたらすごくいいホームページになると思います。あとは、患

者さんや家族の方の講習会も、やっていったらいいと思います。私これ見て、思

ったのはそれぐらいです。 

座 長：はい、ありがとうございました。準拠点医療機関が定まったのはよかっ

たということですけども、実際にその準拠点医療機関といっても、何科の先生が

アレルギー対応してくれるのか、その辺がよくわからないようじゃ実際には役

に立たないかなというふうなことで、それから、専門職を増やすのは、いいけど

も、専門医を増やすのは難しいというご意見。確かにある学会に５年間在籍して

おかないと、それから、それぞれの診療科との２階建てなので、そういうところ

ですかね。 

構成員：もしその本当に積極的にするのであれば、例えば専門医になる方に援助

する、そういう方法もありますけどそれはお金がかかる。 

座 長：はい。ただ小児アレルギーエデュケーターとかアレルギー療養指導士は、

何とか県の方から働きかけて努力できるところかなという風に思われると。そ

れからやはりホームページの閲覧数っていうのはとっても大事だけど、見ても

らって、有用な情報があるホームページにしないとやはり難しいということで、

アレルギーの診療をどこに行けば、どんな治療ができたりどんな検査ができた

りとか、そういうふうなことがあるホームページでないといけないけど、大変だ

ろうというご意見。ちなみに準拠点医療機関の手挙げしていただいたときに、実

際免疫療法をやってらっしゃるかとか、どんな検査ができるとか、バイオを導入

していただけるかとか、そういうふうな情報は集めているので、とりあえずは準

拠点医療機関でどんなことができるかっていうのをホームページで、公開でき

ればいいかなと。 

構成員：ただ、患者さんとしたら、何科にいけばいいのかわからない。まだ 100％

の情報ではない。 

座 長：はい。そうです。 

事務局：はい。今、拠点病院及び準拠点医療機関に対して調査している内容で、

現時点で提出があったものから例を示しています。診療科毎でどういう検査さ
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れているかや、生物学的製剤の実施状況等をまとめ次第、ホームページの方には

公表させていただく予定にしております。 

構成員：はい。それはぜひ、これはいいと思います。 

座 長：あと、何か構成員の方々から、お聞きしたいことありますか。 

構成員：歯科の場合は、主に成人の金属アレルギーが対象になるんですけども、

そういうのは例えばすぐに、先生方のところでパッチテストしていただけると

いうことはないんですよね。すぐではないんですかね。パッチテストの検査。 

構成員：うちでは金属アレルギーのパッチテストをしています。どこがやってる

かとか、多分わからない。 

構成員：成人の場合そのアレルゲンをある程度特定はできるんでしょうか。それ

とも、最後に歯科の金属ではないかということを疑われるんでしょうか。 

構成員：これは例えば湿疹があってということでしょうか。それはもう、かなり

個人差がありますので。初めから歯科の金属アレルギーを疑う訳ではないです

けども。例えば金属のパッチテストをして陽性になった場合は疑うとか。 

構成員：歯科では最近保険診療の材料でも、もう金属アレルギーであれば金属以

外の材料を使っていいということになっておりまして、そこそこいい材料も出

てきておりますので、その辺のこともお知りいただければと思います。 

座 長：はい。ありがとうございます。他大丈夫ですかね。〇〇構成員からよろ

しいですか。 

構成員：続きといったあれですけど先程いろいろとおっしゃっていただいて、僕

も大体よく似た意見なんですが、１点、ホームページにですね、歯科金属アレル

ギーのことが載ってるんでしょうか。私はちょっとごめんなさい。見てなくてあ

れなんですけども。 

事務局：すいません、現時点では県のホームページについては、掲載させていた

だいてないんですけども、又聞きで申し訳ないんですが、今、国の方が、歯科に

関する金属アレルギーで、どういった対応をしていったらいいかっていうのを

まとめているようなことは耳にしてるんです。それをまた、今後国の方から県通

じて各関係機関の方にお示しできるようになるかとは思うんですが、時期とか

そこら辺がわからなくてですね、そういった研修に行ったような者から聞いた

だけなので、今後そういったことに合わせて、こちらの方のホームページも、ご

意見いただきながら、充実させていただけたらと思います。ただ、県のフォーマ

ットがなかなか決まってる関係上、できる範疇が限られてくるかもしれません

けれども、そういった中で、できるところをさせていただこうと思っています。 

構成員：そういう意味では、ホームページ充実をよろしくお願いしたいと思うん

ですが。先ほど申し上げた、金属に代わる材料、これは医科の先生方の、金属ア

レルギーであるという診断の結果がいただけないとそれに取りかかれないとい
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う縛りがありますので、その辺もよろしくお願いしたいのと、それをあまり強調

しすぎると、金属アレルギーでもないのに、外せ外せと言われる、ちょっとヒス

テリックな患者さんも出てくるというので、表現に気をつけていただければな

と思います。以上です。 

座 長：はい、ありがとうございます。他の、今までいただいた意見とか、大目

標とか小目標とか、先生ご自身がアトピーで、悩まれたという話も先程しました

けども、そういうふうな患者さん目線でという意味でも、ご意見いただければ。 

構成員：すいません。私がアトピーで、子供の頃から気管支ぜんそくとか、ある

程度アトピーっぽいところがあったんですが、一挙に出たのは 40代でございま

す。結局、歯科医師会の仕事が大変だったので、いわゆるストレスでそうなった

のかなと思っておりますが、体中グルグル巻きの包帯でしないと、その日を過ご

せないというか、夜痒みがひどくて夜は寝られないというのは、それは当然です

けれども、そういう意味で、一体自分で何がアレルゲンというか、何が起こった

のかというのがよくわからないですよね。皮膚科の先生にご相談しても、はっき

り言うてわからないと。一生を続くよという話は聞いたんで、逆にその言葉が薬

になりまして、ちょっと居直れました。もう気楽に過ごそうということで、今現

在はつき合っております。で、私が診療所出した頃は、歯科でもゴム手袋してい

る先生が珍しくて、ゴム手袋で虫歯が移ったなんていう、そういう患者さんもい

らっしゃったんで、それは有り得ない話ですけど、ただ私がラテックスアレルギ

ーというのは認識してなかったんで、手がかゆいということで、薬をがーっと塗

っていたらこういうふうに黒くなっちゃって、まぁ副作用ですね。そういうこと

もあったという、ある程度いろんなアレルギーに関する苦しみを経験してきま

したので、何でしたらこの場でいろいろとお役に立てればと思っております。以

上です。 

座 長：また、患者目線でも、よろしくお願いします。ありがとうございます。

じゃあ〇〇構成員お願いします。 

構成員：はいすいません。アンケートを書かせていただいたとき、私薬剤師会と

してのアンケートは非常にそっけないアンケート回答になっていたと思うんで

すけど。自分自身の薬剤師業務の関連とかから踏まえて追加させていただきま

したら、結構吸入デバイスとか、例えば、ある病院で使われてて転院されたとき、

在宅に帰られたとき、施設に行かれたとき、薬の内容成分は同じなんですけどデ

バイスが変わることで、高齢の患者さんに多いんですけど、きちんと吸えていな

いっていうことがしばしば見られます。例えばなんですけど、当院とかでしたら

予定入院の患者さんであれば、吸入の情報があれば、どの補助デバイスを使われ

ているかとか、どのデバイスを、使用されて、どの程度理解されているかってい

うようなやりとりをさせてもらったりするんですけど、やっぱりそういうとこ
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ろで、病院間とかその情報共有できるような流れっていうのがあってもいいの

かなとは思いますんで。そういうのを認識いただくためにこの医療従事者向け

研修会とかでも、成分は一緒でもデバイスが変わると、薬効が変わったとか、効

きが変わってしまうとか、あと、患者さん向けであれば結構薬剤師、調剤薬局の

中でも、熱心なところと、本当に薬を出している。失礼なところもあるとは思う

んですけど、例えば補助具がこういうものがあって、あなたに関してはこういう

補助具使ったら、きちんと吸えますよっていうような指導ができるようなとこ

ろを薬剤師会としても進めていきたいなと思うんですけど。患者さんの家族と

かでも、こういう補助具があるんだっていうのを、ご存じいただけるような機会

があればなあというところは思います。この 10月からも選定療養とかでどんど

んジェネリックが進んでいくと思うんですけど、どの薬品がって言われたら今

ぱっと思いつかないんですけど、やっぱり、成分は一緒でもジェネリックになる

だけで、吸入の仕方が変わるとか、という商品が今後も出てくると思うんです。

そのようなときにやっぱり慣れたデバイスでないと、理解に乏しい患者さんと

かであれば、慣れたのを継続して使っていただけるような、方法っていうのを、

医療従事者の中で共有することも１つ重要かなと思います。 

あと１点、災害のところを見てて、途中で思ったんですけど、アレルギー患者

の受け入れ体制の整備に関して、例えばこのような項目が必要やっていうよう

なものはある程度定まっているんですか。知らなくて申し訳ないです。 

事務局：すいませんこちらの方も、細かく決めてるわけではなく、各市町が取り

組んでいる中で、例えばもちろんアレルギー備蓄食を置いておくっていうのが

１つあるんですけれども、あと、避難所に行ったときにこの方がアレルギーがあ

る、なしっていうのを明確にわかるように窓口等の入口で確認する体制が取れ

てるかということを今、アンケートをとらせていただいてるところではありま

すので、まず窓口できっちり名簿等でチェックできれば、この家族にはこういう

配慮が必要ということが避難所で活動される方の共有事項にもなりますし、こ

こで活動される医療従事者の方が、対応しやすいようになるかなという風には

思っております。 

構成員：もし可能であれば、その災害時に、例えば今、DMATとか JMATの方に情

報共有出来るような受け付けでチェックするだけで、この方が何のアレルギー

かっていうのとか、薬どういうのを使われてるっていうような簡単な情報って

いうのが、例えばカード等であったら、災害時とか結構役に立つかと思います。 

事務局：はい。すいません。ありがとうございます。 

構成員：災害の非常食アレルギー食とかその辺成分表示を準備するまでできて

いるんですか。なかなか難しいかなという気がするんです。 

事務局：まず、基本的にはほとんどの市町でアルファ化米を置かれているという
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のが１つと、県の方では災害対策課が備蓄をしていますが、アルファ化米、リゾ

ットご飯、アルファ化米おにぎり、保存用パンの計 96,425食中約半数がアレル

ギー対応と確認しています（R6.4.1時点）。これが、各市町におりたときに、ど

こまで情報が出せるのか。まず出してもらえるのかどうか、持っているまでは言

えるけども何食かまでは言えないっていうところが、今出てきてるのが実態な

んです。聞いている限り、アレルギー対応食がないっていうところはないですが、

食数を公表していないというところが今回答ある限りで半数程度あります。 

構成員：すいません。ちょっと、認識が出来てなくて。その災害の薬剤の備蓄に

はエピペンが入ってるということなんですかね。 

事務局：これはあくまで今は食事であって、おそらくこのエピペンであったりと

かは、薬の保管ってなかなか市町では難しいですよね。 

構成員：難しいですね。 

事務局：ですので、ここは自助で、本人たちが自宅でもちゃんと外に災害時持っ

て出れるように準備をしておいて、それを災害時に持ってて、避難所に行くって

いうような周知を図っていく必要があるのかなというところです。 

構成員：これから考える話で、僕も災害のことで若干関わることがあるんで、ど

うやったかなと思ってちょっと今わからなかったんですが。これからそういう

ことを周知することで対応していくっていうことですね。 

事務局：実際できるところは多分保存食であったりとか、食事のところを補うこ

とができたとしてもこの薬の面とかってなかなか難しい。もちろん備蓄できる

薬は限られてきてますし、それを、アレルギーのためにエピペンを何個か置くっ

ていうのは、そこの更新に関してもかなりの費用がかかってきますんで、そこは

自助を自分たちで何とか身を守る体制をとっていただかないといけないところ

かなと思います。 

座 長：はい。ありがとうございました。今メンバーの中で、内科の先生が今い

らっしゃらないので、その吸入デバイスの話とってもありがたかったです。あり

がとうございます。確かに、そうですね、ジェネリックの問題も、とてもこれか

ら大事な問題かなと思いますので、やはり最近いろんな供給不安定っていうの

もあったりして、やはり必要なお薬が必要だということ。それからやはりなかな

か単純にジェネリックに切り換えばいいんだよっていう問題じゃないというふ

うな問題意識を持っていただくこともとても大事なことかなと思いました。 

それから災害時の情報を共有するカードについては、一応、関東の方の患者会

が、そういうカードを作って、ビブスって言って何かわかりやすいようにすると

いうことは、病院レベルではやってまして、できるだけそういうふうな自助の一

環として、そういうふうなカードを持つということは、やってますので、それが

もう少し認知されるっていうことが大事なのかなと思っています。はい。それか
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ら、薬の備蓄はない一方で、アレルギー対応食の備蓄は、あるかどうかというの

はわかるけど、どのくらいの量がっていうのがそれぞれの市町村の事情もあっ

てなのかと思うんですけども、やはりそれは、やっぱり県として、目標にするか

らにはいろいろ方向性を示すっていうのは、いいですかね。なかなか強制力はな

いと思いますけど。県としては、ちょっとこの市もやってるんやでっていう感じ

で、何とか。角が立たないようにしないといけないと思うんですが。 

事務局：これをするためには、アンケートをとらないといけないので。毎年アン

ケートを取ろうと思っていて、アンケートを取ることによって、市町の意識も変

わってくると期待しております。 

座 長：データを取るって開示するっていうだけで随分と、皆さんの意識が変わ

ると思います。例えばそこの開示してる市町村に住もうっていう風に。食物アレ

ルギーの患者さんって、やっぱりそこの市町村の、考え方で、住む場所を変えた

りするんですね。本当に引っ越しすることも本当に実際にやってらっしゃるの

で、ホームページあったらそれを選ぶ基準になるかなと。こういうのも含めて、

呼び水になればいいかなというふうに思いました。では〇〇構成員お願いしま

す。 

構成員：私は小児アレルギーエデュケーターの資格を取ってるんですけど、兵庫

県の中でも第１号だったんですけど、取ったときに、全然認知度がなかったです。

小児アレルギーエデュケーターは小児なんですが、アレルギー疾患療養指導士

は成人も含めた、アレルギーの専門のコメディカルになります。これの数を増や

すにはですね、まず皆さんが何をする人かご存じないです。職種は看護師、それ

から薬剤師と管理栄養士になります。この研修会を開くときに、こういう専門職

があるっていうことを周知する機会があるといいなというふうにこれを見て思

いました。現に、私がアレルギーエデュケーターの役割がこういうものですって

いう講演会をすると、その後に、そんなのがあるんですね、なりたいですってい

う方がおられてそういう方が、なられていますので、県内でも、私の職場の地域

の中では知られますけど、県全体に知ってる人がいるかっていうと、なかなかそ

うではない。それこそ差があると思いますので、専門職が県内にすべてそろうの

が、難しければそういう専門職のコメディカルを増やしていくのもどうかなと

思いました。そして私は看護師なんですけど、小児アレルギーエデュケーターと

アレルギー疾患療養指導士という専門のコメディカルは、赤ちゃんから高齢者

の方までに全部関わることができてます。なので、思うには、医療、移行期医療

の問題がすごく挙がってたんですけど、私たちはすべての患者さんのアレルギ

ー対応をできる、見てる。だから成人の皮膚科の患者さんも見ていれば赤ちゃん

の乳児湿疹も見ていて、継続して関わることができるんです。なので、医療の中

ではやっぱり小児科の病院、クリニック、内科のクリニック、なかなかそこの連
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携が難しい。だから、例えば私が小児科で専門の資格をとって、アトピーの患者

で関わっていて、皮膚科に変わったとして、皮膚科のクリニックで働いたら皮膚

科で、そういった患者さんへの関わりができるっていうところがありまして。ア

レルギー疾患療養指導士はもっと本当に大人の方もできますので、そういうと

ころも広げてもらうといいのかなとおもいました。 

座 長：はい。まずは認知していただくということですね。それで研修会とかで、

もう、ちょっと情報提供するという風なことですね。はい。それで、実際に今回

のこの案で出している大目標とか、この辺の小目標とかについては何かご意見

っていうのは、これはちょっと駄目やねとか。こんな案の方がいいよとかそうい

うふうな意見があれば。 

構成員：大目標の医療機関を県全体に、兵庫県内の８圏域に、やっていこうとい

う中に、私も患者支援でやってるんですけど、今本当に私が一番初め姫路でやり

ました、次加古川にしようかな、とだんだんこうして行こうかなと私が決めてる

ところがありまして、もうそれでもすごい大変なんですね。〇〇構成員と一緒に

やらせてもらってますけど。もう県がもう少し具体的に一緒になってですね、こ

の８圏域のここをやるとか、順番に全部やっていく、患者会がやるにしては、全

部場所も手配して、講演を私がしてますけど、それもすごく実は、会場どこにす

るっていうのを、県民代表で構成員になられてるので、患者会活動みたいになる

のも、ちょっとしんどいかなと正直思ってまして、なんかせっかくだから、こう

いうチームとか会議でサポートしていただけたらなっていうことが、１個思い

ます。災害の支援対策もそういう絡みで、きっと患者目線で私たち看護師として

も、患者県民の代表として、すごくこう思うところがあって一緒にやっていけた

らと思います。あと一つ最後に、カードって言われて災害のときは、ああいうの

も、簡単に関東ではものすごくあります。自分でもそのままあるやつにシールを

貼っていくとか書いていくとかなんですけど、ホームページからダウンロード

で、皆さんに自分のものを持っておきましょうぐらいいいものがあれば、いいん

じゃないかと思いました。 

座 長：はい。ありがとうございます。大目標とか小目標については特に、これ

をこのままでちょっとやったらどうかなというふうなことで、実際に患者会と

かいろんなところで啓発、患者さんに対する啓発活動するにしても、やはり個々

の患者会ではなくて、県として、会場とか、集客とかが、少しサポートがあれば

いいなというふうな感じですね。そのための会かなと思いますので、はい。何か

ご意見、ありますか。コメントとかでも、構いませんので。〇〇構成員とかどう

ですか。  

構成員：そういう職業がもっと前からあったら、そういうお仕事の方が前からい

てくださったら私も相談できたのになあと思いました。 
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座 長：はい。そしたら〇〇構成員よろしくお願いします。 

構成員：いろいろと考えていただいてありがとうございます。先程話されていた

アレルギーサインプレートのことを私も思っていました。先程災害時の食事の

ことについていろいろ調べてくださっていると聞いたんですけれども、例えば

エピペン持ちの子供たちとか、重篤な方っていうのは、牛乳アレルギーの子の場

合は、まな板に牛乳パックを使っただけで、少量の牛乳がついただけでも症状が

出ることもあるんですね。ですので、この先啓発されると思うんですけれど、具

体的に「原材料表示をきちんとしてください。なぜ原材料表示をしないといけな

いのかは、こういう理由です。だし汁の中にも乳が入っているときがあります」

などを細かく具体的にお伝えできるような場があれば、避難所の方も納得して、

こういうことなんだね、好き嫌いじゃないんだねっていうことを理解していた

だいて、スムーズに避難所運営が開始できるのかなというふうに思いました。ま

た以前から災害が起こったときに自助はもちろんなんですけれども、困ったと

きどこに連絡したらいいのだろうという疑問がありました。ある行政の方に聞

いたら、福祉避難所ができますのでそれからまた聞いてみてくださいって言わ

れたんですけど、相談窓口がわからないので、そういう道筋みたいなものを少し

でも、示していただけたら患者側はありがたいなと思いました。一緒にさせてい

ただいたいる、講習会も、一般的なアレルギーのお話をしていただいているんで

すけども、講師の方に座談会と、個別相談会を一緒にさせてもらっているんです

ね。やはりそちらの話の方がすごく皆さん熱心に質問されるんです。ネットから

もものすごく今情報をとられてて、より詳しい、本当はどうなんですか、とか、

病院に行った方がいいんですか、とか、このままずっと子どもは経口免疫療法を

受け続けていていいんでしょうかというそういう、本当に聞きたいことを聞け

る場っていうのがこの学習会で求められているように感じます。一般的な学習

会ではなく、こういう形で、続けさせていただきたいなっていうふうに思ってい

ます。そうなった場合は講師の先生がちょっとお２人では負担が大きく、もうち

ょっとサポートしてくださる方がいらっしゃったらありがたいな、当会のメン

バーも行かせてもらってるんですけど学習会のあり方っていうのをいろいろ考

えていかないといけないなと思っています。話が長くなってすみません。学習会

のときに、学校の先生方も来られるんですね。日頃から講習も受けられていると

は思うんですけれども、各学校の生徒さんの相談をしたいっていうことで話さ

れることもあり、そういう、話ができる場にもなっているように思います。あと

患者の相談窓口っていうのが今ここ拝見したら、保健所とか、健康福祉事務所っ

ていう風になっているんですけれども、そういう担当の方が、アレルギーのこと

を、もし、もっと知っていただける機会があったら、より困ってられる方、小さ

いお子さんとか、新生児の方のサポートに回った方がより助言もできるように
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なると思うので、社会全体で、もっとサポートができていくんじゃないかなって

いう風に思いました。患者の声を一緒に届けられる場があったらと思いました。

はい。以上です。 

座 長：はい、ありがとうございました。座談会とか、相談窓口ですね。一番本

当に、最前線のところで、そういうところを求めていらっしゃると。それで、実

際に何かあったときに、相談窓口の人たちがある程度、知識があって、そういう

活動を、何とか県の目標の中で方向性を、出せたらなっていうところですね。そ

れからやはり細かい具体的なことって、やはり本当に大事なとこですね。その辺

は備蓄食とかもそうですけども、炊き出しとかのところですよね。炊き出しは実

際に、なかなか東北の震災なんかでも１ヶ月おにぎりしか食べてない子がいた

という風なことも聞いていますし、なかなかみんな大変そうな中で、アレルギー

があってこれ食べれませんとなかなか言えないという患者さんの声をたくさん

聞いてますので。外見病気じゃないんですよね。食物アレルギーって。でもやっ

ぱりもう、震災とかで食べ物がなければ即困るという。その辺のところはやっぱ

り理解していただくっていうところを、何とか、県でバックアップできないかな

ということで、大目標の２のところですね支援体制を確立するということです

ね。他に何かその大目標としてこういうことを、こういう視点が欲しいなとか、

小目標の中でこういうのあったらいいなとかそういうご意見ございますか。 

構成員：例えば学校で使用する生活管理指導表であれば、ドクターに書類が必要

な理由を伝え、少しずつ進めていくのがいいのかなと思いました。ドクターが少

ない地域では、きちんと診断してもらうことが難しく記載内容によっては学校

の先生の負担になっているということも聞きます。やはり少しずつ連鎖して、い

ろいろ負担が繋がっていくっていうことも聞いているので。細かい点と点が繋

がったら、支援体制が底上げされるのではないかなっていう風に思います。具体

的な内容を指示とか提示ができたらいいのかなと思いました。 

座 長：大目標の１のところ、医療提供体制っていうところを、学校とかもそれ

も含めてっていう風なところ。学校教育現場と医療。教育現場も包括するような

文言にすれば、そこに対するケアもできる。 

構成員：緊急対応でもアレルギーっていうのは一部分だけで、研修が進んでしま

うみたいなので、いざこう、エピペンを打ったときにどう緊急搬送するかってい

うのも、ロールプレイが必要。アレルギーは１つの大きな問題っていうんですか

ね、そういうことで学習していただけるような機会を増やしていただけたらな

と。養護の先生が学校に持ち帰られて、啓発っていう風になってしまって、学校

の中でも温度差が出来てしまうとか言うのも聞いていますので。 

座 長：教育委員会の方の、ホームページとリンクして何か、そういう風な情報

提供っていう形なんですかね。教育委員会絡みの話ですね。だから大目標の中に
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教育も含めるというふうなところ。広げすぎですかね。 

構成員：教育と、保育園なんかもそうです。園、学校。 

構成員：学童も。 

座 長：いや学童も問題なんですよね。本当に、学童の職員は本当研修の機会が

ね、なかなかないですからね。大目標なので、そういう大まかなところで、そう

いうふうなことも含めて、ここの１のところに、加えることができたら、いいか

なということと、それに紐付いた小目標は何かあればいいかなという風なとこ

ろですかね。はい。何か〇〇構成員に質問とかございますか。 

構成員：多分県のホームページとか見てると思ってるんですけど。その患者さん

の会の目線から見て、こういう風にした方がいいよっていう多分意見を持って

おられるんじゃないかと思ってるんですけど。 

構成員：色々と制限もあり難しいかとは思いますが少しお堅い感じがしてもう

少しやさしい雰囲気がする HPがいいのかなと思いました。すいません。 

事務局：すいません。フォーマットが確定されてれて、そこのフォントの形を変

えたり、リンクはできるんですけど。基本的には１ページで全部固めてしまうと

いうホームページの仕様になってしまっているので、すいません。できるところ

はもちろん、見やすいようにはしたいんですけど。 

座 長：他何かありますか。 

構成員：ちょっとあんまりこんなことはまた個人的な意見で言えないんですけ

ど、結局食物アレルギーの人って、まず食べ物が薬と一緒だから、要するに、薬

を備蓄するのと同じぐらいのレベルで考えないといけないんじゃないですか。

やっぱり食べたら死にますからね。っていう風にちょっと考え方を変えないと

いけないのかもしれないですが、ただでも、予算の関係もありますし、ただ、そ

ういう問題があるってことを提起することが大事ですね。今日災害の話が出て、

あんまりそこだけ見てるわけじゃないんですけど、でも問題があるレベルなの

で、そこはもうちょっと、レベルを上げないといけないのかなという気もします。

ただ、そこには大分段階があると思いますから、外から見ても分からない病気も

いっぱいあるわけで、だからそういうふうに、考えないといけないんじゃないん

ですかね。特別扱いというつもりでもなく、やっぱりその薬と一緒のレベルじゃ

ないんですかね、と個人的に思います。 

座 長：はい、ありがとうございます。やっぱり食物アレルギーで本当に見えに

くいんですよね。障がいが。だからやっぱりアレルギー疾患の中でもやっぱり別

枠で考えないといけない問題かなと思います。他の病気とはちょっと違うとこ

ろがあるかな。はい。〇〇構成員とかどうですか。今のお話しとか聞かれて。 

構成員：災害に関わることあるんですけど、実際、該当される方が避難されてき

て、まず、窓口にどう言って、自分が申告された内容が、例えばボランティアの
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方々、JMAT、DMAT 等にどう共有されてという流れをきちんと整えて、その情報

を、誰が管理するというか、どうつなげていくっていうところまで、入れておい

たほうがいいのかなっていうのは思いました。災害時って結構わちゃわちゃと

なってしまうんで、備蓄食とかの問題も含めて。 

事務局：どうもありがとうございます。この災害の関係は、保健医療部ではなく

て、危機管理部というところがやっているんです。我々はその保健医療の観点か

ら、アレルギーとかを踏まえて、問い合わせ等の範囲で対応していこうかと考え

ているところです。おっしゃる通りですね、災害が起きたとき、どういうふうに

対応していくか。これ、実際のところは市町がされるところでして、市町がそれ

ぞれ避難所の運営指針等を策定してやっていただいていることで、その作成状

況等を、我々としてもどういう風な状況ですか等ということを確認して対応し

ていこうかと思っています。あと、実際にその備蓄しているとか、受付のときの

システムづくりできてますか、というところもそうですけど、実際に、困ってら

っしゃる方にきちんと物が届くかどうか。そういうところも大事かという風に

思っておりますので、そういう観点も含めて、対応していこうかなという風に思

っております。あと、〇〇構成員がおっしゃるように、薬と同じようなものだと

思いますし、やはり、薬だったら自分で確保するべきだと思います。やっぱりこ

の災害の食物アレルギー対応食も、やはりちょっと、何か申し訳ないですけど、

ご自身である程度は確保していくものではないのかなという風にも思ったりし

ておりますんで、そういう観点で、県民の皆様へ、呼びかけとかいうのも、必要

かなというふうに思っております。よろしくお願いします。 

座 長：以前神戸の食物アレルギーの備蓄状況を確認するアンケートで、それを

海外の学会に持っていったんですね。そういう災害時の対応をしていると言っ

たら、イスラエルの人から、日本はシェルターはないんですかっていわれたんで

すね。要するにシェルターに何か、向こうはいつ戦争起こるかわからないから、

備蓄はもう絶対なんだと。何でそんなに自助が低いんだっていうふうな感じで

言われて、なるほどなという風に思ったことがあって。やっぱり自助が基本って

いうのは、それはそうなんです。だから、ただやっぱり自助でもやっぱり限界が

あるので、どういうふうにして備蓄が来るか、流通備蓄とかいろいろありますよ

ね。備蓄にも。だからそういうふうな、どこに行けばそれを手に入れられるかっ

ていうパスウェイがやっぱりどこの自治体も不明確なんですね。だからそこを

やっぱり明確にしないと、どうしたらいいのって、それから受け取った方も、ア

レルギーの備蓄を受け取った方も、どこにおればいいのかっていうのがわから

ないですね。だからその辺のところを、やっぱり困っているんだよっていうこと

を、訴える、そこはどこの部署になるか、ちょっとその辺は僕らもよくわからな

いところはあるんですけど、県の災害の対策を立てるときに、やっぱりアレルギ
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ーのことをその中にどんどん食い込んでいくっていう風なところを、この心意

気をここで見せるっていうことなのかなと思うのと、やっぱり県だったら、いろ

んな調査はしやすいかなと思うので、そういうようなところも、とりあえず実態

を把握するっていうふうな意味でも、災害というキーワードで、何かできないか

なっていうのは、思うんですけどね。それを小目標の中にどう盛り込むかってい

うのが、ちょっと僕らもアンテナ張って、ちょっと、具体的などういう盛り込み

方がいいかっていうのをちょっと考えていきたいなと思います。やっぱり災害

対応っていうのは平時の備えがやっぱり大事だと。だから例えば、食物アレルギ

ーの人でも何となく除去して食べないだけっていう除去、例えば卵アレルギー

の人もなんかピーナッツとかアレルギー起こりやすそうやから、念のために除

去しておこうって本当は食べれるのに、食べないっていう人もやっぱりいらっ

しゃるんですよ。過剰に除去したい。でもそれだったら災害とき困るよって僕は

言うんですけど。そういう風な、平時のことはものすごく大事なので、そこら辺

を、何かうまいこと誘導できるように、県としてもサポートしていけたらいいん

じゃないかなと思います。平時の治療が必要だっていうことで、そのアレルギー

のコントロールをやっぱり良くしておくという風なモチベーションになるかな

と思います。日本もね、それこそミサイルがいろんなところから飛んできたりす

る可能性があるので、やっぱりそういう、危機意識というのは、絶対持っておか

ないといけないんですけど、やっぱりなかなかその辺のところはね。現実的に多

くの人は考えてないので。ただ地震は絶対起こるって言われていますので。だか

らそれをてこに、アレルギーのクオリティを上げていくっていうのが、いいかな

というふうに僕自身は思っています。はい。ということであと残り 10分になっ

てしまいました。ということで、どうですかね。一応、大目標云々というのもあ

ったんですけど、皆さんの実際のご意見を聞くことができてよかったかなと思

います。実際に今日欠席の方からは特に事務局の方にないですね、現時点で。 

事務局：ないです。 

座 長：今日、欠席された構成員にも今回の議論を、また、フィードバックされ

て、ご意見いただければいいかなと思います。本日予定したすべての議事を一応

終了しました。構成員の皆さんにおかれましては、ご協力いただきましてどうも

ありがとうございました。今後ともこんな感じで兵庫県のアレルギー疾患対策

推進計画改定の検討を進めていきたいと思いますので、ご多忙かと思いますけ

ども、ご協力いただければと思います。協議を通じて、皆さんで、また持ち帰っ

ていただいていろいろアイディアがありましたら、いただければいいかなと思

います。はい。では事務局の方にお返しします。 

事務局：座長ありがとうございました。本日、大変貴重なご意見いただきまして

ありがとうございました。今回の内容は議事録でまとめ、本日欠席の構成員の皆
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様含め、お返しさせていただきます。あわせて、いただいたご意見を反映しなが

ら、計画の目標や中身をすべてを入れるかどうかは検討させていただかないと

いけないところにはなりますけれども、できる限り反映させていただきながら、

また、ホームページの方も改定させていただきながら、進めさせていきたいと思

っております。こちらの素案の改正案等につきましては、次の部会や、それまで

にもご意見を反映させながら意見をもらえるような形で、フィードバックでき

ればなという風には考えております。限られた時間の中にありますので、ご無理

をお願いするかもしれませんけれども、よろしくお願いします。また、次の部会

や、３月頃に予定してます、次の連絡協議会の日程の方も、早めに押さえさせて

いただこうかなと思っております。この後、予定では、２回目の部会の方である

程度固めさせていただいて、部の中でパブリックコメントにあげるかどうかの

協議をし、パブリックコメントにあげれば、そこの意見をまた反映し、２回目の

連絡協議会で承認をいただいて、来年度、改定ということに持っていこうと思っ

ておりますので、ご協力を引き続きよろしくお願いします。これをもちまして令

和６年度第１回の連絡協議会医療部会の方を終了させていただきます。構成員

の先生方お忙しいところありがとうございました。 


